
 資 料 ２ 

個人情報ファイル簿の作成及び公表について  

 

１ 個人情報ファイルの意義  

市の機関（実施機関）が保有する個人情報は、紙文書の中やワープロソフトで

作成したデータの中に散在的に記録されているもの（散在情報）だけでなく、デ

ータベースとして体系的に整理され、保管・利用されているものがあります。日

高市個人情報保護条例では後者を「個人情報ファイル」と定義しています。  

「個人情報ファイル」は、散在情報に比べて利便性が高く、行政運営を効率的

に行う上で欠くことができないものです。一方で、不適切に利用された場合や漏

えいした場合には、個人の権利利益の侵害の度合いも、散在情報に比べて大きい

と考えられます。  

 

２ 届出から公表まで  

「個人情報ファイル」の取扱いには、特に注意を要することから、これを適切

に保護するため、「個人情報ファイル」の保有に当たって、市長への事前届出及

び「個人情報ファイル簿」の公表が条例上義務付けられています。  

 

【実施機関】  

市長（市長部局※）  

※  水道課を含む。  

教育委員会  

選挙管理委員会  

公平委員会  

監査委員  

農業委員会  

固定資産評価審査委員会  

議会  

実施機関単位で  

個人情報ファイルを保有  

 

 

市長が届出情報を把握・集約  

市長  

個人情報ファイル簿の公表  

個人情報ファイル簿の作成  

市民へ  

事 

前 

届 

出 
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・  届出制によって、市長が庁内での個人情報の保有状況を把握することができ

、適切な管理や指導が可能となる。  

・  個人情報ファイル簿の公開により、市民に対して個人情報の保有状況が可視

化されることで、組織の緊張感につながり、適切な管理が促進される。  

・  市民は、公表された個人情報ファイル簿を手掛かりとして、自己情報の開示

請求等を行うことができる。  

 

 

３ 届出対象となる「個人情報ファイル」とは  

端的に表現すると、「データベース化された個人情報」のことです。  

「個人情報ファイル」には、特定の保有個人情報の検索方法に応じて、電子計

算機で処理された個人情報ファイル（電子データ）とそれ以外のマニュアル処理

による個人情報ファイル（紙文書等）との２種類があります。  

 電子データ等  紙文書等  

該

当  

・電算システム等で処理される個人

情報データベース  

・ Excel、 Accessなどのアプリケー

ションで作成した個人情報データ

ベース  

※ Word作成の文書ついて、例えば、

表形式をとり、記録項目の配列等

を体系的に整理して記録している

ような場合には個人情報ファイル

に該当する。  

・電算システムやアプリケーション

から出力した一覧表形式の帳票類  

・氏名五十音順や記号番号順などで

整理され、特定の保有個人情報を

容易に検索することができるよう

に体系化しているもの  

例）生活保護台帳、滞納整理個票  

非

該

当  

・ Word作成の文書（個人情報が散在

的に記載されているもの）  

※ Wordなどについている検索機能を

利用して特定の個人情報を検索す

ることができるにすぎないものは

該当しません。  

・単に日付順に綴っただけの申請・

届出書類（インデックス化されて

いないため、検索可能な体系的情

報に該当しない）  

 

＜届出・公表の意義＞  
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４ 「個人情報ファイル」の届出の適用除外  

(1) 個人情報（本人）の取扱件数が 1,000件以下のファイル  

一つの「個人情報ファイル」について、個人情報（本人）の取扱件数が 1,000

件以下のものは、個人情報ファイルには当てはまりますが、届出義務の対象から

は除外されています。そのため、 1,000件を超えるものが届出対象となります。  

ただし、データを消去したり、紙台帳を廃棄にしたりしない限りは、過年度の

履歴も取扱件数に数えます。  

 

 取扱件数の基準日  ：  平成 31年２月１日時点   

 

(2) その他に事前届出の適用除外となる個人情報ファイル  

条例第 12条第２項各号（第１号～第 10号）において、次のとおり、事前届出

の適用除外となる個人情報ファイルの種類が規定されています。  

号  適用除外となる個人情報ファイルの種類  該当例  

①  国の安全等に関するファイル  該当なし  

②  犯罪の捜査等に関するファイル  該当なし  

③  職員の人事、給与等の人事管理のためのファイル

又はこれらに準ずる事項を記録するファイル（内

部管理のためにのみ利用される職員に関する情

報）  

人事給与システム  

職員名簿  

庁内ＬＡＮ運用管理デ

ータ  

④  電子計算機処理システムの動作の正常性等を試す

ためのファイルで、本来の事務に使用されないも

の  

○○システム検証用フ

ァイル  

⑤  事故等に備えて予備的に作成・保有するファイル  ○○システムバックア

ップ用ファイル  

⑥  １年以内に消去することとなる個人情報のみを記

録する個人情報ファイル  

一時的に使用する宛名

リスト  

⑦  物品等の送付や連絡の目的で利用され、送付や連

絡に必要な事項のみを記録するファイル  

区長名簿  

○○送付用宛名リスト  

○○補助金対象者リス

ト  
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⑧  学術研究の目的のために利用するファイル  該当なし  

⑨  本人の数が 1,000人に満たない個人情報ファイル   

⑩  ①～⑨に準ずる個人情報ファイル  該当なし  

 


